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建設業におけるバイオディーゼル燃料 
利用ガイドライン

行政情報

柳　　　雅　之

日本建設業連合ձでは「建設業のڥ自主行動計画」をࡦ定し，建設現場の用ΤネルΪー量の
70ˋをめる軽油の用量削減を進めており，「2020 年までに，CO2 排出量原୯位で 1990 年度比 20ˋ削減」
という目標のୡ成に向けて，カーボンニュートラル燃料（CO2 排出量をカントしない燃料）であるバイ
オディーゼル燃料の利用拡大が有効な手段と考えている。そのため利用実の多いձ員ا業のノϋと
利用実を取りవめた「建設業におけるバイオディーゼル燃料利用ガイドライン」を作成し，新たに導入
を検౼しているձ員ا業に利用しやすい形で情報ఏڙすることで，バイオディーゼル燃料利用の݈全な拡
大をଅ進したい。
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1．  建設業界の取り組み

2013 ～ 2014 年に発表された IPCC 第 5 次報ࠂॻで
は，人類の経ࡁ活動にって，大気中のೋࢎ化ૉೱ
度は上ঢし続けており，地ٿԹஆ化が確実に進行して
いること，それらが自વ生ଶ系や気ީ変動などに大き
な影響を及΅していることが報ࠂされている。現在進
行形で進む地ٿԹஆ化に対しては，今まで以上にԹࣨ
効Ռガスの排出削減に取り組まなければならないこと
は໌らかであり，日本建設業連合ձձ員ا業において
も，事業活動を進める上で近な問題であることをे
分ೝࣝし，スピードײを持って効率的な対ࡦを行って
いかなければならないというࣾձ的をڞ有してい
る。
日本建設業連合ձでは，1990 年代後半より「建設

業のڥ自主行動計画」をࡦ定し，建設現場における
用ΤネルΪー量の 70ˋをめる軽油の用量（図
─ 1）の削減に取り組んできた。軽油用量は，施工
現場内の重機類と運ൖに関わるトラック，ダンプト
ラックにىҼするため，効率的な重機・運ൖ車両の
උによる用実の減少，省燃費運転のྭ行による軽
油用量の削減など，۩体的な対ࡦを進めている。な
かでも省燃費運転については，業界内の着実なਁಁ・
定着をめ͟し，ձ員ا業とそのઐ工事業者の方々へ
の座ֶߨ習ձ（写真─ 1），実技ߨ習ձ（写真─ 2）
を毎年定期的に開࠵している。
今後，「建設業のڥ自主行動計画第 5 ൛」の目標

「2020 年までに，CO2 排出量原୯位で 1990 年度比
20ˋ削減」のୡ成に向けて，業界全体としてܧ続して
軽油用量の削減に取り組んでいくためには，省燃費
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運転のより一のྭ行に加えて，バイオディーゼル燃
料の利用拡大が有効な手段と考えている。

2．本ガイドラインの目的

২性の৯用油を精した࠶生燃料であるバイオ
ディーゼル燃料は，カーボンニュートラル燃料（CO2
排出量をカントしない燃料）（図─ 2）として着目
されているが，その利用にあたっては，
①バイオディーゼル燃料の品質にばらつきがあり，機
械や車両にダメージを༩えたとされる事例がある
量が不安定で，必要な時に必要な量の燃料が確څڙ②
保できない
③๏規制，ಧ出，੫๏等への標準的な対応が整උされ
ておらず，入ޱのϋードルが高い
などの課題があり，いまだ本֨的な普及にはࢸってい
ない。
そのため，今回，「建設業におけるバイオディーゼ
ル燃料利用ガイドライン」を作成し，前述の課題に関
する情報やその対応ࡦをू大成し，バイオディーゼル
燃料の導入を検౼しているձ員ا業に利用しやすい形
でఏڙすることにより，バイオディーゼル燃料利用の

݈全な拡大をଅ進したいと考えている。建設業界のバ
イオディーゼル燃料利用の推進は，ձ員ا業の大幅な
CO2 排出量削減に役立つだけでなく，行・省ிによ
るバイオディーゼル燃料推進の後押しという෭次的効
Ռを通じて，バイオディーゼル燃料業者や関連業
界の発లにد༩すると期待される。

3．本ガイドラインの概要

本ガイドラインは，バイオディーゼル燃料の利用者
の立場で，先述した 3項目の課題への対応として，（1）
準උ，（2）燃料の調ୡ，（3）メンテナンス，（4）取り
ѻい，（5）๏令・例について，バイオディーゼル燃
料を利用するためにཹҙすべき事項の解આを行ってい
る。
バイオディーゼル燃料を利用するにあたり，調ୡす
る燃料の品質の確ೝが最も重要と考えている。
バイオディーゼル燃料は，バイオディーゼル燃料
100ˋ（以下「#100」）と軽油とのࠞ合率を 5ˋ未ຬと
した燃料（以下「#5」）の 2種類の規֨がある。#5は，
経ࡁ産業省の定めたもので，軽油と同等品として取り
ѻわれる。#100 は，全国バイオディーゼル利用推進
ձがٞڠ ňٞڠձ定規֨ŉ を示している。ただし，
ຽ間規֨であるため๏的な߆ଋ力はない。
以下に本ガイドラインで解આしている主な事項を؆
୯にհする。

（1）  バイオディーゼル燃料の使用のための準備
（a）発者との事前ٞڠ
用者は，工事の仕様ॻを確ೝし，必要に応じて発
者と事前ٞڠを行う。
（C）ڠ力ձࣾ・リースձࣾとの事前ٞڠ
力ձࣾやリースձࣾに対し，メンテナンス項目やڠ
軽油とҟなるཹҙ事項について事前にઆ໌を行う。
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（D）֮ॻのక݁と点検記の保
のॴ在を໌確にし，トラブルを回避するため，
。力ձࣾの間で֮ॻのక݁を推するڠձࣾとݩ
֮ॻきでは，現場で用するバイオディーゼル燃料
の調ୡ先および品質，用する建設機械，日常点検の
方๏等を໌記し，バイオディーゼル燃料の用時に行
う機械の日常および定期点検項目を定め，記を保
する。
（d）ެ ಓを走る車両で#100を用するための手続き
ެಓを走る車両で#100を用する場合，自動車車
検ূの変更手続きがྃしていることを確ೝする。

（2）バイオディーゼル燃料の調達
（a）燃料調ୡ先の選定
調ୡ先の選定にあたっては，設උ（図─ 3）を

視することがましく，実，品質理，原料
の廃৯用油のऩूが適切に行われているかどうかなど
の事項について確ೝして断する。
（C）ૹ・保等
#100 は，不ࢷࢎのࢎ化により品質がྼ化す
る可能性があるため，から利用までの期間を 1ϲ
݄程度とし，現場へのૹ方๏，現場における保方
๏，建設機械へのڅ油方๏などのルールを，燃料ձ ・ࣾ
ૹձࣾとあらかじめࡦ定する。
（D）燃料品質の確ೝ
調ୡ先に分ੳ݁Ռのఏ出をґ頼し，直近の分ੳ݁Ռ
が基準に適合していることをߪ入ܖの前に確ೝする
とともに，用開始後も定期的に確ೝを行う。
（d）P-保ݥへの加入の確ೝ
燃料のձࣾに P-保ݥの保ূݥॻのコピーఏ出
をٻめ，保ݥに加入していることを確ೝする。
メーカーは，#100 用時に発生したΤンジンの不

۩合について保ূしていない。しかし，Τンジンの不
۩合は軽油用時にも発生することがある。そのた
め，バイオディーゼル燃料の用者のによらない不
۩合が発生したࡍのリスクを低減するため，P-保ݥ
に加入しているバイオディーゼル燃料ձࣾから調ୡす
る。

（3）  燃料使用のためのメンテナンス
バイオディーゼル燃料の調ୡで示した品質のバイオ
ディーゼル燃料を用することを前ఏに，用するた
めのཹҙ事項について以下に示す。特に，Τンジンオ
イルの日常点検および適切な交換が重要である。
（a）燃料用前の消品の交換
Τンジンオイル，燃料ϗース等のΰムの部品およ
び燃料フィルター等の消品のঢ়況を良く確ೝする。
バイオディーゼル燃料の用前に交換することがま
しい。
（C）燃料用直後のメンテナンス
用開始後は燃料フィルターのঢ়況にҙし，開始
後 1ϲ݄程度を目途に燃料フィルターを交換する。
（D）燃料用時のメンテナンス（日常点検，3ϲ݄

点検など）
日常点検ථや定期点検ථに，バイオディーゼル燃料
用時の点検項目を追加し，確実な点検の実施と記
を行うこと。
軽油とҟなるバイオディーゼル燃料の特性を理解
し，バイオディーゼル燃料用時の点検項目を点検ථ
に追加する必要がある。最も重要な日常点検の項目の
一つがΤンジンオイルである。バイオディーゼル燃料
は，Τンジンの機種により差ҟがあるものの，Τンジ
ンオイルにࠞ合しそれを์置した場合，Τンジンオイ
ルのྼ化がଅ進されΤンジントラブルの原Ҽとなる。
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車両・機械の理者は，運転実施者に燃料特性をઆ໌
し，Τンジンオイルの日常点検の実施を確実にする必
要がある。

（4）  現場におけるバイオディーゼル燃料の取扱い
（a）バイオディーゼル燃料のஷ蔵
バイオディーゼル燃料を現場でஷ蔵する場合は，消
防๏に従い適正に行うこと。
400 リットル未ຬのஷ蔵・取ѻいの場合は，市ொଜ
のՐ災༧防例の規制を受けるが，ಧ出は不要であ
る。400 リットル以上 2000 リットル未ຬのஷ蔵・取
ѻいについては，少量ݥةஷ蔵ॴまたは取ѻॴとし
てॴ消防ॺへのಧ出が必要である。消防๏の指定数
量である 2000 リットル以上のஷ蔵については，事前
にॴの消防ॺに相ஊの上，指示に従う必要がある。
（C）建設機械などへのڅ油
建設機械等へのڅ油は，作業ॴにおけるஷ蔵タンク
等の設උ資や保安ಜ者が不要な，タンクローリー
からのڅ油がましい。

（5）法令・条例等
（a）バイオディーゼル燃料に関する๏令・例
#5 は「ش発油等の品質の確保等に関する๏（品
確๏）」において品質基準が定められており，軽油に
ࠞ合することができるバイオディーゼル燃料のׂ合は
5ˋが上限（#5）となっている。バイオディーゼル燃
料と軽油をࠞ合・ൢചする事業者は「軽油特定加工業
者」としての事業者ొと品質確ೝがٛ付けられて
おり，#5 を用する場合には「軽油特定加工業者」
の加工した#5であることを確ೝして用する。
#100 を用する場合は，品確๏の対外となる。
ެಓを走る場合には運ہにಧ出し，車検ূのඋ考ཝ
に「バイオディーゼル 100ˋ燃料ซ用」等のୠしॻき
を記載する必要がある。

（C）一都ݝࡾ（౦ژ，ਆಸ，࡛ۄ，ઍ༿）の
確保例ڥ

一都ݝࡾでは，例により排ガス規制がݫしくなっ
ており，例で定める 4項目の基準をຬたさない燃料
の用をې止している。したがって，用するバイオ
ディーゼル燃料の品質に特にҙが必要である。
（D）๏令・例・規定など
ڠ用者は，工事の仕様ॻを確ೝし，発者と事前
ٞを行う。
オフロード๏（特定特घ自動車排出ガスの規制等に
関する๏）は，ެಓを走行しないオフロード特घ自
動車に対する排出ガスの規制を目的に施行されてい
る。オフロード๏では，直接的に用している燃料を
規制していないが，バイオディーゼル燃料の用にお
いても，スモークࢼ験（写真─ 3）で排気ガスを測定
するなど，オフロード๏を९कすることは必ਢである。
（d）消防๏
バイオディーゼル燃料は，消防๏の第 4類第 3ੴ油
類（引Ր点 70ˆ以上 200ˆ未ຬ）に֘当する。現場で
指定数量以上のバイオディーゼル燃料をஷ蔵する場合
は，事前にॴの消防ॺに相ஊの上，指示に従う必要
がある。

4．  バイオディーゼル燃料の使用実績

建設機械などへのバイオディーゼル燃料の用実
（表─ 1）についてհする。これは，ձ員ا業への
アンケートから各実をऩूし，分類してまとめたも
のである。

（1）建設機械の種類
建設機械としては，バックϗ，クローラークレー
ン，ダンプトラック，発電機への用が，件数，用
量ともに多い。また，各機械の規֨・ॾݩをみても，
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バックϗで 0�7 ～ 1�2 N3，クローラークレーンで 60
～ 150 ton，ダンプトラックで10 ton，発電機で 200 L7"
程度と，通常の中型，大型工事で用する൚用的な建
設機械への適用が進んできている。

（2）排ガス対策のレベル
レベルは，ほとん（基準値）ࡦ用機械の排ガス対
どが第 1次～ 2次基準値レベルである。第 3次基準値
レベルの機械に適用した例は数件程度である。「DPF
（ディーゼルඍཻ子補मフィルター）」や「電子制御」
等，排ガスのড়化性能を高めるための装置が軽油に特
化して進化したため，第 3 次以߱の基準値レベルで
は，燃মԹ度のҟなる #100 の制御にはまだ課題を有
することがその理༝と考えられる。

5．おわりに

バイオディーゼル燃料の利用・普及にあたっては，
利用者ଆの建設業界だけでなく，څڙ者ଆの業
界，建設機械をఏڙしてくれるメーカーやリースձ
ࣾ，利用方を示す国・行などの連ܞが不可ܽであ
る。そのために日本建設業連合ձձ員ا業に向けて本
ガイドラインを作成した。本ガイドラインを活用し
て，日本建設業連合ձから関各ॴにもಇきかけを行
い，関者全体でバイオディーゼル燃料の݈全な普及
を推し進めていけるようなڥづくりを行っていく༧
定である。օ様の͝ڠ力をおئいする。
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建設機械 現場数
バイオディーゼル燃料の用量の合計

（Ὑ）
1現場当りのバイオディーゼル燃料の

用量（Ὑ）
バックϗ 23 183657 7985
クローラークレーン 11 142641 12967
ブルドーザ 2 66918 33459
ৼ動ローラ 2 78548 39274
フΥークリフト 1 750 750
ダンプトラック 13 225093 17315
重ダンプ 3 152558 50853
パッカー車 1 2409 2409
ミキサー車 1 9134 9134
ユニック車 1 540 540
連བྷ車 1 760 760
発電機 23 165072 7177
˞ 2015 年 3 ݄時点のू計݁Ռ

ʦචऀհʧ
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